
   宮城県石巻市 

指名停止措置一覧 
令和７年５月２１日現在 

 

 

登録区分 承認番号 指名停止措置業者名 指名停止措置期間 指名停止措置要件及び理由 

工事 ４２ 遠藤興業㈱ 
令和６年４月１０日～ 

令和８年４月９日 

【指名停止要件】 

競売入札妨害又は刑法談合 

【指名停止理由】 

本市が発注した西流下１号石巻中央雨水準

幹線築造工事の入札をめぐり、遠藤興業株式

会社の専務執行役員が、公契約関係競売入札

妨害の疑いで令和６年４月１０日に宮城県警

に逮捕されたもの。 

工事 １３３４ 

新明和工業㈱ 

流体事業部 

営業本部東北支店 

令和７年５月２２日～ 

令和７年７月２１日 

【指名停止要件】 

独占禁止法違反行為 

【指名停止理由】 

大手建設業者が発注する特定エレベーター

方式ＰＳ設置工事において、共同して供給予

定者を決定し、供給予定者が供給できるよう

見積価格の調整を行うことにより、公共の利

益に反して、特定の取引分野における競争を

実質的に制限していたことから、令和７年３

月２４日付けで公正取引委員会から独占禁止

法第３条の規定に違反する業者として公表さ

れたもの。 

 


